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鎌倉期の奉行人について（三）
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（
５
）
地
・
保
・
賦
・
越
訴
奉
行
人

地
奉
行
人
お
よ
び
保
奉
行
人
に
つ
い
て
は
、
政
所
奉
行
人
と
の
関
係
で
既
に
前
項
で
触
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
両
者
は
一
対
を
な
し

て
い
た
。
佐
藤
進
一
氏
も
ま
た
『
武
家
名
目
抄
』
の
記
述
に
一
定
の
根
拠
が
あ
る
と
し
て
、
政
所
奉
行
人
と
の
密
接
な
関
係
に
つ
い
て

（
１
）
‐

述
べ
て
い
る
。
保
奉
行
人
は
、
保
司
奉
行
人
、
保
々
奉
行
人
、
保
検
断
奉
行
人
、
等
と
い
っ
た
名
称
で
史
料
上
に
比
較
的
多
く
あ
ら
わ

れ
る
の
に
対
し
、
地
奉
行
な
い
し
地
奉
行
人
と
い
う
名
称
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
管
見
の
と
こ
ろ
次
の
一
一
つ
で
あ
る
。

二
各
種
の
奉
行
人

／￣､

Ａ
､-－

寺
用
未
下
之
間
、

御
分
唐
船
事

可
し
仰
一
一
守
護
人
井
鎌
倉
地
奉
行
一
費
し
魔
尤
甚
、
永
可
二
停
止
『
次
近
年
多
称
二
土
楠
→
運
し
白
一
一
筑
紫
（
非
し
無
二
其
費
→
同

可
レ
停
。
止
之
一

農
時
不
し
可
レ
使
二
百
姓
一
事

夏
三
ヶ
月
間
、
永
私
不
し
可
レ
仕
し
之
、
但
領
主
等
作
田
畠
蚕
養
事
、
為
一
一
先
例
之
定
役
一
者
、
今
更
不
し
可
レ
有
二
相
違
一

可
し
被
し
成
二
御
教
書
於
宰
府
《
自
今
已
後
、
可
し
被
し
惇
．
止
之
一

『
鎌
倉
遺
文
』
九
○
八
八

条
々
文
永
一
驚
四
月

鎌
倉
中
諸
堂
供
料
事

東
国
沽
酒
事

（
２
）

九
○
八
八
号

文
永
元
年
四
月
日

多
致
二
無
供
之
勤
一
云
々
、
寺
務
井
雑
掌
共
以
不
法
也
、
於
二
引
付
一
糺
．
明
子
細
→
早
速
可
し
令
一
一
尋
沙
汰
一

２



鎌倉期の奉行人について（三）

（
Ａ
）
の
文
永
元
年
（
一
二
六
四
）
の
「
条
々
」
は
、
第
一
条
が
鎌
倉
中
、
第
二
条
が
九
州
、
第
三
条
が
東
国
、
第
四
条
お
よ
び
第

五
条
が
諸
国
を
対
象
と
し
た
規
制
で
あ
る
。
第
三
条
は
米
の
費
消
が
甚
だ
し
い
た
め
に
「
沽
酒
」
す
な
わ
ち
酒
を
売
る
こ
と
、
お
よ
び

九
州
よ
り
楠
（
酒
樽
）
を
運
送
す
る
こ
と
を
停
止
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
規
制
は
、
東
国
の
守
護
人
と
並
ん
で
鎌
倉
地
奉
行
に
対
し

て
発
せ
ら
れ
た
。
鎌
倉
地
奉
行
と
は
、
鎌
倉
中
の
一
般
行
政
を
直
接
に
担
当
す
る
奉
行
人
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

（
Ｂ
）
の
史
料
は
追
加
法
四
二
八
に
も
あ
り
、
読
点
と
返
り
点
は
そ
れ
に
従
っ
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
鎌
倉
中
に
お
い
て
散
在
町
屋
等

を
停
止
し
九
ヶ
所
を
免
ず
る
こ
と
、
お
よ
び
家
の
前
の
道
路
を
掘
り
上
げ
屋
を
造
る
の
を
停
止
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
旨
を
保
々
に

触
れ
る
よ
う
、
地
奉
行
人
で
あ
る
小
野
沢
左
近
大
夫
入
道
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
町
御
免
所
を
限
定
す
る
こ
と
は
、
商
品
売
買
等
の
営

（
Ｂ
）
『
吾
妻
鏡
」
文
永
二
年
（
一
一
一
六
五
）
一
一
一
月
五
日
条

鎌
倉
中
被
レ
止
二
散
在
町
屋
等
『
被
し
免
二
九
ヶ
所
（
又
堀
．
上
家
前
大
路
一
造
し
屋
、
同
被
レ
停
。
止
之
一
且
可
レ
相
．
触
保
々
一

之
旨
、
今
日
、
所
し
被
し
仰
。
付
子
地
奉
行
人
小
野
沢
左
近
大
夫
入
道
一
也
、

一
所
大
町

一
所
大
倉
辻

百
姓
臨
時
所
済
事

有
し
限
所
当
之
外
、
臨
時
徴
下
事
、
永
可
レ
停
。
止
之
一

町
御
免
所
之
事一
所
小
町
一
所
魚
町
一
所
穀
町
一
所
武
蔵
大
路
下
一
所
須
地
賀
江
橋

（
傍
線
筆
者
）

（
傍
線
筆
者
）



業
許
可
地
域
を
定
め
る
と
い
う
意
味
を
有
す
る
。
た
だ
九
ケ
所
免
ぜ
ら
れ
る
と
あ
る
の
に
、
実
際
に
は
御
免
所
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い

る
の
は
七
ヶ
所
で
あ
り
、
そ
の
理
由
は
わ
か
ら
な
い
。
道
路
を
掘
り
上
げ
屋
を
造
る
行
為
は
、
鎌
倉
の
大
路
で
よ
く
行
わ
れ
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
、
地
奉
行
人
は
鎌
倉
中
の
民
政
業
務
を
担
当
し
、
ま
た
保
々
を
統
轄
す
る
立
場
に
あ
る
と
い
え
る
。
保
奉
行
人

と
の
関
係
に
つ
い
て
川
上
多
助
氏
は
、
地
奉
行
人
と
保
奉
行
人
の
史
料
を
精
査
し
、
地
奉
行
人
あ
る
い
は
保
検
断
奉
行
人
の
下
に
保
奉

（
３
）

行
人
が
置
か
れ
て
い
た
と
述
べ
る
。
確
か
に
地
奉
行
人
が
保
々
を
統
轄
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
そ
の
よ
う
な
上
下
関
係
は
否

定
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
た
だ
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
こ
れ
ら
の
史
料
は
い
ず
れ
も
一
三
世
紀
後
半
で
あ
っ
て
、
そ

れ
以
前
の
状
況
に
つ
い
て
は
判
然
と
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ま
た
前
述
し
た
よ
う
に
奉
行
人
と
い
っ
て
も
広
狭
様
々
の
意
味
で
用
い

ら
れ
て
お
り
、
管
理
的
な
職
務
に
携
わ
る
者
を
含
め
て
あ
る
機
関
に
所
属
す
る
者
全
体
を
さ
す
場
合
も
あ
る
し
、
そ
の
実
務
担
当
者
で

あ
り
下
僚
的
性
格
を
有
す
る
者
だ
け
を
さ
す
場
合
も
あ
る
。
そ
こ
で
地
奉
行
人
で
あ
る
小
野
沢
左
近
大
夫
に
関
連
す
る
史
料
を
辿
っ
て

み
る
と
、
必
ず
し
も
保
奉
行
人
と
の
上
下
関
係
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
一
体
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

小
野
沢
左
近
大
夫
は
、
『
吾
妻
鏡
」
暦
仁
元
年
（
一
一
一
一
一
一
八
）
’
一
月
一
七
日
の
記
事
に
将
軍
源
頼
経
上
洛
の
際
の
随
兵
と
し
て
初
め

て
あ
ら
わ
れ
、
同
年
一
○
月
七
日
の
記
事
で
は
小
野
沢
左
近
大
夫
仲
実
の
名
で
執
権
北
条
泰
時
の
使
者
を
務
め
て
い
る
。
そ
の
後
、
出

家
し
て
光
蓮
と
い
う
法
名
を
名
乗
っ
た
よ
う
で
、
『
吾
妻
鏡
』
建
長
三
年
（
一
一
一
五
一
）
一
一
一
月
一
一
一
日
条
に
は
次
の
よ
う
な
記
事
が
み

え
る
。
追
加
法
二
七
二
に
も
同
文
の
規
定
が
あ
る
。

鎌
倉
中
在
々
処
々
、
小
町
屋
及
売
買
設
之
事
、
可
レ
加
二
制
禁
一
之
由
、
日
来
有
二
其
沙
汰
一
今
日
被
し
置
二
彼
所
々
一
此
外
一
向

可
レ
被
二
停
止
一
之
旨
、
厳
密
触
之
被
し
仰
之
処
也
、
佐
渡
大
夫
判
官
基
政
、
小
野
沢
左
近
大
夫
入
道
光
蓮
等
奉
．
行
之
一
云
々
、

鎌
倉
中
小
町
屋
之
事
被
二
定
置
一
処
々

４



鎌倉期の奉行人について（三）

鎌
倉
中
の
小
町
屋
を
七
ヶ
所
定
め
置
き
、
そ
の
他
は
停
止
し
た
上
で
、
小
路
に
牛
を
繋
ぐ
こ
と
を
禁
止
し
掃
除
す
べ
き
こ
と
を
命
じ（
４
）

た
も
の
で
あ
る
。
小
野
沢
左
近
大
夫
と
並
ん
で
掲
げ
ら
れ
て
い
る
佐
渡
大
夫
判
官
基
政
に
つ
い
て
、
川
上
多
助
氏
は
引
付
衆
と
す
る
。

確
か
に
一
○
年
後
、
「
吾
妻
鏡
』
弘
長
元
年
（
’
’
’
六
一
）
’
’
一
月
一
一
○
日
条
に
は
引
付
衆
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
が
、
建
長
の
段
階
で
は

そ
の
よ
う
な
形
跡
は
見
あ
た
ら
な
い
。
佐
渡
大
夫
判
官
基
政
に
引
き
当
て
て
、
小
野
沢
左
近
大
夫
の
地
位
は
そ
れ
程
低
く
な
い
と
す
る

の
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
小
野
沢
左
近
大
夫
は
鎌
倉
中
の
小
町
屋
や
道
路
の
管
理
に
携
わ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
か

ら
地
奉
行
人
と
称
さ
れ
た
と
も
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
役
目
は
そ
の
よ
う
な
土
地
に
関
す
る
こ
と
に
限
定
さ
れ
た
訳
で
は
な

い
。
次
に
掲
げ
る
の
は
、
『
吾
妻
鏡
」
建
長
五
年
（
一
一
一
五
一
一
一
）
一
○
月
一
一
日
の
記
事
で
あ
る
。

件
雑
物
、
近
年
高
直
過
し
法
、
可
レ
下
．
知
商
人
一
者
、
又
和
賀
江
津
材
木
事
、
近
年
不
法
之
間
、
依
レ
難
し
用
二
造
作
（
被
し
定
一
一
５

被
し
定
二
利
売
直
法
『
其
上
押
買
事
、
同
被
二
固
制
『
小
野
沢
左
近
大
夫
入
道
、
内
嶋
左
近
将
監
盛
経
入
道
等
為
一
一
奉
行
『

小
路
可
レ
致
一
一
掃
除
一
事

大
町
小
町
米
町
亀
谷
辻
和
賀
江
大
倉
辻
気
和
飛
坂
山
上

不
し
可
レ
繋
一
一
牛
於
小
路
一
事

薪
馬
蕩
直
法
事

糖
一
駄
俵
一
文
代
五
十
文

炭
一
駄
代
百
文

薪
三
十
束
一
一
一
把
別
百
文

萱
木
一
駄
八
束
代
五
十
文
藁
一
駄
八
束
代
五
十
文

建
長
三
年
十
二
月
一
一
一
日



様
々
な
物
品
の
価
格
を
制
限
し
押
買
を
規
制
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
取
引
関
係
に
対
す
る
規
制
は
保
奉
行
人
の
重
要
な

管
轄
事
項
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
延
応
二
年
（
一
二
四
○
）
に
保
奉
行
人
に
対
し
て
取
締
事
項
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
八
項
目
の
中

（６）（５）
に
、
「
丁
々
辻
々
売
買
事
」
お
よ
び
「
押
買
事
」
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
延
応
一
一
年
の
布

達
は
執
権
北
条
泰
時
が
保
奉
行
人
に
対
し
て
命
ず
る
形
と
な
っ
て
い
て
、
『
吾
妻
鏡
」
同
年
一
一
月
一
一
三
日
の
記
事
に
は
「
以
二
去
一
一
日

制
符
（
被
レ
付
一
一
保
々
奉
行
人
等
一
云
々
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
寛
元
一
一
一
年
（
一
一
一
四
五
）
に
五
項
目
の
規
制
が
、
保
奉
行
人
に
対
し
執
権

北
条
経
時
の
命
令
と
し
て
、
評
定
衆
の
佐
渡
前
司
基
綱
を
通
し
て
伝
え
ら
れ
た
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
基
綱
写
二
去
廿

二
日
御
教
書
『
今
日
相
．
触
保
々
奉
行
人
一
云
々
」
と
あ
り
、
御
教
書
が
基
綱
を
介
し
て
保
奉
行
人
に
布
達
さ
れ
て
い
る
。
勿
論
、
延
応

一
一
年
の
時
に
も
介
在
す
る
者
が
い
た
可
能
性
は
高
い
が
、
た
だ
そ
れ
は
史
料
上
に
は
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
の
者

が
そ
れ
ほ
ど
重
職
の
者
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
建
長
六
年
（
一
二
五
四
）
に
も
、
小
野
沢

（
７
）

左
近
大
夫
は
ま
た
次
の
よ
う
に
保
奉
行
人
の
職
務
内
容
に
係
わ
っ
て
い
る
。

鎌
倉
中
の
保
々
に
お
い
て
奉
行
す
べ
き
条
々
に
つ
い
て
、
ま
ず
緩
怠
し
な
い
こ
と
、
次
に
政
所
下
部
や
侍
所
小
舎
人
が
鎌
倉
中
で
騎

馬
し
な
い
こ
と
、
そ
し
て
押
買
等
を
停
止
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
小
野
沢
左
近
大
夫
と
後
藤
壱
岐
前
司
基
政
の
ほ
か
に
、
万

鎌
倉
中
保
々
奉
行
条
々
事
、
殊
不
レ
可
レ
有
二
緩
怠
之
儀
一
之
旨
被
し
定
し
之
、
又
政
所
下
部
、
侍
所
小
舎
人
等
可
レ
止
二
鎌
倉
中
騎

馬
一
事
、
同
被
一
一
仰
出
一
云
々
、
次
押
買
以
下
事
可
二
停
止
一
事
、
被
し
仰
二
万
年
九
郎
兵
衛
尉
一
云
々
、
後
藤
壱
岐
前
司
基
政
、
小
野
沢

左
近
大
夫
入
道
光
蓮
等
為
二
奉
行
一

其
寸
法
『
所
謂
榑
長
分
八
尺
、
若
七
尺
、
令
二
不
足
一
考
令
し
点
．
定
之
一
奉
行
人
可
レ
申
二
子
細
一
之
由
云
々
、
以
下
略
し
之
、

６



鎌倉期の奉行人について（三）

年
九
郎
兵
衛
尉
の
名
が
新
た
に
み
え
る
。
先
の
建
長
五
年
の
際
に
は
内
嶋
左
近
将
監
盛
経
と
い
う
名
前
も
み
ら
れ
た
。
い
ず
れ
も
保
奉

行
人
の
上
司
的
な
存
在
か
と
思
わ
れ
る
が
、
一
一
人
な
い
し
一
一
一
人
の
名
前
が
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
寛
元
三
年
の
時
の
佐
渡
前
司
基
綱
と
は

異
な
っ
て
よ
り
保
奉
行
人
に
近
い
存
在
、
と
い
う
よ
り
保
奉
行
人
の
中
の
管
理
職
的
な
存
在
で
あ
り
、
自
ら
も
保
奉
行
人
と
し
て
実
務

を
も
担
当
し
て
い
た
と
み
る
の
が
自
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。
後
述
す
る
よ
う
に
弘
長
元
年
（
’
二
六
一
）
に
は
、
小
野
沢
左
近
大
夫
は

（
８
）

後
藤
壱
岐
前
司
基
政
と
と
も
に
、
さ
ら
に
広
範
な
九
項
目
に
わ
た
る
規
制
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
保
々
に
さ
ら
に
下
達
す
る

こ
と
の
他
、
自
ら
も
そ
の
規
制
を
実
施
す
る
責
務
を
負
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

以
上
、
地
奉
行
人
で
あ
っ
た
小
野
沢
左
近
大
夫
は
、
保
奉
行
人
の
上
司
的
な
存
在
、
管
理
職
的
な
立
場
に
あ
っ
た
が
、
自
ら
も
ま
た

保
奉
行
人
と
し
て
の
業
務
を
担
っ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
地
奉
行
人
と
保
奉
行
人
を
全
く
別
個
の
も
の
と
み
る
こ
と
は

で
き
ず
、
両
者
は
重
な
り
合
う
存
在
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

次
に
保
奉
行
人
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
史
料
上
に
最
初
に
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
前
述
し
た
「
吾
妻
鏡
」
延
応
二
年
（
一
二
四
○
）
二

月
二
日
の
記
事
に
お
い
て
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
は
「
鎌
倉
中
可
レ
被
二
停
止
一
条
々
之
事
、
今
日
有
二
沙
汰
一
治
定
、
相
。
分

保
々
弍
被
レ
付
二
奉
行
人
一
固
可
レ
令
二
禁
逼
一
之
由
云
々
」
と
あ
り
、
鎌
倉
中
を
い
く
つ
か
の
保
に
区
分
し
奉
行
人
を
配
置
し
た
こ
と
が

わ
か
る
。
停
止
さ
れ
る
べ
き
条
々
に
つ
い
て
は
そ
の
後
に
具
体
的
に
明
記
さ
れ
て
お
り
、
「
盗
人
事
」
以
下
の
八
項
目
が
掲
げ
ら
れ
て

い
る
。
そ
の
中
に
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
「
丁
々
辻
々
売
買
事
」
や
「
押
買
事
」
が
含
ま
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
保
の
数
や
保
奉
行
人

の
組
織
等
に
つ
い
て
は
、
な
ん
ら
具
体
的
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
「
吾
妻
鏡
」
延
応
元
年
（
一
一
三
九
）
四
月
一
一
一
一
日
の
記
事
に
よ

（
９
）

れ
ば
、
一
泉
内
に
お
け
る
徒
党
対
策
や
犯
人
処
断
の
た
め
に
保
官
人
と
い
う
職
が
存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
幕
府
よ
り
六
波
羅
探
題
に

対
し
て
命
ぜ
ら
れ
た
六
項
目
の
条
々
の
第
二
条
お
よ
び
第
四
条
に
み
ら
れ
の
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
そ
の
影
響
を
受
け
て
翌
年
、
鎌
倉

中
に
お
い
て
も
同
様
の
職
と
し
て
保
奉
行
人
を
設
置
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
寛
元
一
一
一
年
（
一
一
一
四
五
）
に
、
執
権
北
条
経
時
が
保
奉
行
人

（
、
）

に
対
し
て
五
項
目
の
規
制
を
命
じ
た
こ
と
は
前
述
し
た
が
、
あ
ら
た
め
て
そ
の
史
料
を
次
に
掲
げ
る
。
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一
つ
の
文
書
の
中
に
保
々
奉
行
人
、
保
司
奉
行
人
、
保
奉
行
人
と
三
種
類
の
表
記
が
あ
ら
わ
れ
る
が
、
同
一
の
実
体
を
さ
す
も
の
と

（
ｕ
）

み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
保
司
と
は
中
世
的
所
領
単
位
と
し
て
の
保
の
管
理
責
任
者
で
あ
り
、
「
五
口
妻
鏡
」
文
治
四
年
（
一
一
八
八
）
’
一
一

月
一
四
日
条
お
よ
び
八
月
二
○
日
条
に
は
阿
波
国
麻
殖
保
の
保
司
が
早
い
段
階
で
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
保
司
奉
行
人
と
は
、
そ
の
よ
う

な
表
現
が
転
用
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
五
ケ
条
の
禁
制
の
内
容
を
み
る
と
、
第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で
は
鎌
倉
中
の
土
地
や
道
路

に
関
す
る
こ
と
で
あ
り
、
第
五
条
は
治
安
に
関
す
る
こ
と
と
い
え
る
。

鎌
倉
中
保
々
奉
行
人
等
、
令
二
存
知
一
可
レ
致
二
沙
汰
一
条
々
、
今
日
被
し
定
、
佐
渡
前
司
基
綱
為
一
一
奉
行
一

保
司
奉
行
人
可
一
一
存
知
一
条
々

右
以
前
五
箇
条
、
仰
二
保
々
奉
行
人
→
可
レ
被
二
禁
制
一
也
、
且
相
触
之
後
、
七
ヶ
日
於
レ
立
レ
之
者
、
相
。
具
保
奉
行
人
者
使
者
→

可
レ
被
二
破
却
一
之
状
、
依
レ
仰
執
達
如
レ
件
、

寛
元
一
一
一
年
四
月
廿
一
一
日

武
蔵
守
、

造
．
懸
小
家
於
溝
上
一
事

差
．
出
宅
槍
於
路
一
事

作
二
町
屋
一
漸
々
狭
し
路
事

不
二
夜
行
一
事

不
し
作
し
道
事

佐
渡
前
司
殿

、

（
傍
線
筆
者
）



鎌倉期の奉行人について（三）

こ
の
よ
う
に
鎌
倉
中
の
土
地
・
道
路
の
管
理
と
治
安
の
維
持
に
関
す
る
事
項
が
、
保
奉
行
人
の
最
も
重
要
な
二
大
管
轄
事
項
で
あ

り
、
地
奉
行
人
や
検
断
奉
行
人
と
い
う
呼
称
が
保
奉
行
人
と
の
関
連
で
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
も
、
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
由
縁
が
あ
っ

た
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
行
論
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
保
奉
行
人
の
管
轄
す
る
事
項
は
多
岐
に
わ
た
っ
て

お
り
、
前
述
し
た
『
吾
妻
鏡
」
弘
長
元
年
（
一
一
一
六
一
）
一
一
月
二
九
日
の
記
事
に
は
、
次
に
掲
げ
る
よ
う
に
実
に
多
彩
な
事
項
が
網
羅

と
称
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
奉
行
な
い
し
奉
行
人
の
言
葉
に
そ
れ
を
修
飾
す
る
表
現
が
前
置
さ
れ
る
場
合
、
一
つ
は
例
え
ば
政
所
奉
行
人
等
の
よ
う
に

（
皿
）

そ
の
所
属
す
る
機
関
を
さ
す
場
ム
ロ
と
、
も
う
一
つ
は
例
え
ば
作
事
奉
行
人
等
の
よ
う
に
、
そ
の
職
掌
に
由
来
す
る
場
〈
□
と
が
あ
っ
た
。

保
奉
行
人
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
前
者
の
系
列
の
表
現
で
あ
る
の
に
対
し
、
地
奉
行
人
や
検
断
奉
行
人
は
後
者
の
系
列
の
表
現
で
あ
る

と
い
え
る
。
も
っ
と
も
最
初
に
掲
げ
た
文
永
元
年
（
’
二
六
四
）
の
「
条
々
」
に
み
え
る
鎌
倉
地
奉
行
と
い
う
表
現
は
、
鎌
倉
中
全
体

の
統
轄
に
係
わ
る
と
い
う
こ
と
で
、
単
に
職
掌
と
し
て
土
地
の
管
理
に
係
わ
る
と
い
う
だ
け
に
止
ま
ら
な
い
意
味
を
有
し
て
い
る
と
い

え
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
両
者
は
互
い
に
排
斥
す
る
関
係
に
な
く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
重
な
り
合
っ
て
存
在
し
得
る
。
五
ケ
条
の
禁
制
の

第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で
の
職
掌
内
容
を
中
心
に
み
れ
ば
地
奉
行
人
と
い
え
る
し
、
そ
の
第
五
条
を
主
と
す
る
場
合
は
検
断
奉
行
人
と

い
え
る
。
い
ず
れ
も
保
奉
行
人
を
、
職
掌
内
容
の
面
か
ら
捉
え
た
と
き
に
成
立
す
る
表
現
で
あ
る
。
「
吾
妻
鏡
」
宝
治
二
年
（
一
二
四

八
）
四
月
七
日
条
で
は
、
幕
府
内
に
侵
入
し
た
盗
人
が
重
宝
を
盗
み
取
っ
た
件
で
、
保
検
断
奉
行
人
が
緩
怠
の
罪
過
に
処
せ
ら
れ
て
お

り
、
ま
た
『
吾
妻
鏡
」
建
長
二
年
（
一
二
五
○
）
四
月
一
一
○
日
条
で
は
、
庶
人
の
太
刀
、
お
よ
び
諸
人
が
夜
間
に
弓
箭
を
携
行
す
る
こ

と
を
停
止
す
る
べ
く
、
保
々
検
断
奉
行
人
等
に
命
じ
て
い
る
。
保
検
断
奉
行
人
や
保
々
検
断
奉
行
人
と
い
っ
た
表
現
は
、
ま
さ
に
保
奉

行
人
が
こ
こ
で
は
検
断
と
い
う
職
掌
の
面
か
ら
把
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
端
的
に
示
し
て
い
る
。
『
吾
妻
鏡
』
建
長
四
年
（
一
二
五

二
）
二
月
一
○
日
条
で
は
、
鎌
倉
中
の
狭
小
路
に
つ
い
て
、
鞍
を
置
い
た
馬
を
無
断
で
常
に
後
立
ち
す
る
こ
と
を
規
制
す
る
よ
う
保
々

奉
行
人
に
命
じ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
道
路
管
理
に
関
す
る
件
で
あ
り
、
あ
え
て
い
う
な
ら
ば
こ
こ
で
の
保
々
奉
行
人
は
保
々
地
奉
行
人

９



さ
れ
て
い
る
。

関
東
に
祗
候
す
る
諸
人
の
過
差
停
止
に
つ
い
て
最
初
に
確
認
し
た
上
で
、
そ
の
他
の
厳
制
と
し
て
九
項
目
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
第

ク

ノ

又
関
東
祗
候
諸
人
、
家
屋
之
営
作
、
出
仕
之
行
粧
以
下
事
、
可
し
令
し
停
。
止
過
差
一
之
由
、
被
し
定
し
之
云
々
、
此
外
厳
制
数
ヶ
条

也
、
後
藤
壱
岐
前
司
基
政
、
小
野
沢
左
近
大
夫
入
道
光
蓮
等
為
二
奉
行
一

｜
放
生
会
桟
敷
可
レ
用
二
倹
約
一
事

一
可
レ
停
．
止
博
変
一
事

一
念
仏
者
招
。
寄
女
人
以
下
一
事

一
鎌
倉
中
橋
修
理
、
井
在
家
前
々
可
二
掃
治
一
事

一
可
レ
禁
ョ
制
棄
一
一
病
者
孤
子
死
屍
於
路
辺
一
事

一
僧
徒
裏
頭
横
コ
行
鎌
倉
中
一
事
”
繩
ど

一
鷹
狩
神
社
供
祭
外
可
レ
令
二
停
止
一
事

一
早
馬
事

一
長
者
事

有
二
変
急
一
之
時
、
為
二
聞
達
一
也
、
而
近
代
錐
レ
非
二
大
事
一
以
二
早
速
一
為
二
其
詮
一
頗
為
二
人
馬
之
煩
→
、
然
者
、
自
今
以
後
、

非
二
殊
重
事
一
之
外
、
可
レ
止
二
急
速
儀
一
之
由
、
可
し
被
し
仰
二
六
波
羅
一
笑
、

召
．
仕
之
実
、

百
姓
等
有
二
其
煩
一
一
向
被
レ
止
之
処
、
鎌
倉
祗
候
之
御
家
人
等
、
還
又
可
レ
有
二
其
愁
一
自
今
以
後
、
充
．
給
日
食
一
可
し
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鎌倉期の奉行人について（三）

博
突
に
つ
い
て
は
、
保
奉
行
人
だ
け
で
な
く
守
護
地
頭
に
も
命
じ
て
そ
の
取
締
を
行
っ
て
い
る
。
興
味
深
い
の
は
、
事
書
の
右
肩
に

「
延
応
基
政
光
蓮
」
と
書
き
入
れ
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
基
政
は
後
藤
壱
岐
前
司
基
政
、
光
蓮
は
小
野
沢
左
近
大
夫
入
道
光
蓮
を
さ
す

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
両
者
が
延
応
の
頃
に
こ
の
業
務
を
担
当
し
た
こ
と
を
示
す
注
記
か
と
思
わ
れ
る
が
、
前
述
し
た
『
吾
妻
鏡
』

一
条
の
放
生
会
桟
敷
の
倹
約
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、
第
二
条
の
博
突
、
第
三
条
の
橋
修
理
・
道
路
掃
除
、
第
四
条
の
病
者
・
孤
子
と
死
屍
、

第
五
条
の
念
仏
者
、
第
六
条
の
僧
徒
、
第
七
条
の
鷹
狩
、
第
八
条
の
早
馬
に
関
す
る
規
制
が
続
く
。
最
後
の
第
九
条
の
長
者
は
、
追
加

法
三
七
○
で
は
長
夫
と
な
っ
て
い
て
、
そ
ち
ら
が
正
し
い
。
夫
役
の
徴
発
に
関
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
「
事
書
」
の
右
肩
に
は

「
同
政
所
」
の
書
き
入
れ
が
あ
り
、
そ
の
業
務
の
所
管
は
政
所
で
あ
っ
た
。
後
藤
壱
岐
前
司
基
政
と
小
野
沢
左
近
大
夫
入
道
光
蓮
は
、

政
所
の
奉
行
人
あ
る
い
は
寄
人
と
し
て
こ
の
業
務
を
担
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
弘
長
元
年
（
’
二
六
一
）
の
「
関
東
新
制
条
々
」

（
皿
）

に
は
、
散
在
し
て
い
る
が
こ
れ
ら
九
項
目
に
関
連
す
る
内
容
が
全
て
網
羅
さ
れ
て
い
る
。
『
五
口
妻
鏡
」
の
記
事
で
は
、
第
八
条
と
第
九

条
を
除
い
て
事
書
の
み
が
掲
げ
ら
れ
、
そ
し
て
第
六
条
の
僧
徒
に
係
わ
る
項
目
に
つ
い
て
の
み
「
仰
二
保
々
｜
可
レ
禁
し
之
」
と
い
う
注

記
が
付
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
「
関
東
新
制
条
々
」
に
お
い
て
は
、
本
文
の
詳
細
な
規
定
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
第
六
条
の

僧
徒
以
外
の
項
目
に
つ
い
て
も
、
「
仰
一
一
保
之
奉
行
人
一
」
等
の
表
現
で
保
奉
行
人
に
命
じ
て
規
制
す
る
こ
と
が
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
、

第
二
条
の
博
突
停
止
に
つ
い
て
、
追
加
法
三
九
四
に
は
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

延
応
基
政
光
蓮

可
レ
停
．
止
博
変
一
事

盗
賊
放
火
之
族
、
多
以
出
来
、
因
し
蕊
度
々
禁
制
殊
以
厳
重
也
、

等
一
重
可
し
被
し
加
二
禁
逼
→
但
囲
碁
象
碁
者
、
非
一
一
制
限
一
実
、

而
猶
有
一
一
違
犯
之
輩
一
云
々
、
仰
二
保
奉
行
人
井
国
々
守
護
地
頭
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こ
の
よ
う
に
第
二
条
の
博
突
に
つ
い
て
、
鎌
倉
中
に
お
い
て
は
保
奉
行
人
に
命
じ
て
規
制
を
加
え
て
い
る
。
同
じ
く
第
三
条
の
橋
修

理
・
道
路
掃
除
に
つ
い
て
は
、
保
之
奉
行
人
が
怠
慢
な
く
沙
汰
す
る
こ
と
、
第
四
条
の
病
者
・
孤
子
が
路
頭
に
棄
て
ら
れ
た
場
合
は
、

保
々
奉
行
人
を
し
て
無
常
堂
に
送
ら
せ
、
死
屍
に
つ
い
て
は
取
り
捨
て
さ
せ
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
第
五
条
の
念
仏
者
に

つ
い
て
は
、
女
人
を
招
き
寄
せ
魚
鳥
類
を
食
し
酒
宴
を
好
む
と
い
っ
た
場
合
、
保
之
奉
行
人
を
し
て
そ
の
家
を
破
却
せ
し
め
る
こ
と
が

つ
つ

規
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
第
六
条
の
僧
徒
に
つ
い
て
は
、
頭
を
裏
み
鎌
倉
中
を
横
行
す
る
の
を
保
之
奉
行
人
に
命
じ
て
禁
制
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
以
外
の
項
目
に
つ
い
て
は
、
保
奉
行
人
の
介
在
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
基
政
と
光
蓮
が
直
接
に
そ
の
業
務
を
担
当
し
た

と
か
も
し
れ
な
い
。

評
議
を
経
て
六
波
羅
に
、
「
僧
徒
兵
杖
禁
制
事
」
以
下
六
項
目
が
命
ぜ
ら
れ
た
が
、
そ
の
第
二
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
四
一
半
と

（
胆
）

は
四
」
半
銭
と
も
称
さ
れ
、
博
突
の
一
種
で
あ
り
田
を
賭
け
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
保
官
人
は
前
述
し
た
よ
う
に
一
足
内
に
設

置
さ
れ
、
保
奉
行
人
設
置
の
契
機
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
基
政
と
光
蓮
が
延
応
の
頃
に
博
突
停
止
に
つ
い
て
担
当
し
た
と
さ
れ
る
の

は
、
鎌
倉
中
に
も
同
様
の
命
が
下
さ
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
違
犯
者
が
召
禁
さ
れ
そ
の
身
を
関
東
に
送
ら
れ
る
こ
と
に
係
わ
っ
て
の
こ

延
応
二
年
（
一
一
一
四
○
）
一
一
月
一
百
条
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
保
奉
行
人
に
命
ぜ
ら
れ
た
八
項
目
の
中
に
は
、
博
変
に
関
す
る
こ
と
は
み

ら
れ
な
い
。
勿
論
、
「
吾
妻
鏡
』
に
記
録
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
次
に
掲
げ
る
「
四
一
半
徒
党
」
に
関
す
る
記
事
が

（
ｕ
）
．

こ
の
注
記
に
関
係
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

於
二
京
中
一
者
、
申
一
一
別
当
「
仰
一
一
保
育

給
其
身
『
可
し
令
し
下
。
進
関
東
一
考
、

近
年
四
一
半
徒
党
興
盛
事

●

二
京
中
一
者
、
申
一
一
別
当
一
仰
二
保
官
人
弍
可
レ
破
．
却
其
家
一
至
二
辺
土
一
考
、
申
一
一
本
所
一
可
二
停
止
弍
凡
臆
し
被
二
召
禁
一
申
．
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鎌倉期の奉行人について（三）
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
ら
は
お
そ
ら
く
政
所
の
奉
行
人
な
い
し
寄
人
と
し
て
、
ま
た
保
奉
行
人
の
上
司
と
し
て
、
保
の
一
般
行
政
を
担
当

す
る
と
同
時
に
そ
れ
を
統
轄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
鎌
倉
中
全
体
の
行
政
を
直
接
的
に
担
っ
て
い
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
地
奉
行
人

お
よ
び
保
奉
行
人
は
政
所
に
所
属
す
る
下
僚
で
あ
り
、
そ
れ
は
前
項
で
既
述
の
ご
と
く
政
所
奉
行
人
の
形
態
の
一
つ
と
位
置
づ
け
得
る
。

く
ば
り

次
に
、
賦
奉
行
人
に
つ
い
て
述
べ
る
。
『
沙
汰
未
練
書
」
に
は
、
「
賦
奉
行
ト
ハ
最
初
本
解
状
上
奉
行
所
也
、
関
東
六
波
羅
在
し
之
」

（
咽
）

く
ば
り
わ
け

と
あ
り
、
ま
た
『
武
家
名
目
抄
」
に
よ
れ
ば
、
「
賦
別
奉
行
は
問
住
所
の
奉
行
人
た
る
輩
う
け
給
は
る
所
職
な
り
、
賦
は
分
附
配
当
の

意
に
し
て
、
此
奉
行
た
る
者
は
吏
民
訴
訟
の
事
あ
り
て
訴
状
を
奉
る
の
時
、
こ
れ
を
受
取
其
状
に
銘
を
加
へ
、
さ
て
五
方
引
付
に
賦
し

（
Ⅳ
）

て
こ
れ
を
沙
汰
せ
し
む
故
に
、
賦
別
奉
行
・
賦
奉
行
等
の
称
あ
り
」
と
さ
れ
る
。
賦
別
奉
行
と
い
う
表
現
は
鎌
倉
期
に
は
あ
ま
り
み
ら

れ
ず
、
室
町
期
に
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
説
明
自
体
は
鎌
倉
期
に
も
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
妥
当
す
る
。
す
な
わ
ち

賦
奉
行
人
は
問
住
所
奉
行
人
の
一
種
で
あ
り
、
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
時
に
最
初
に
訴
状
を
受
け
取
り
、
そ
れ
に
銘
を
加
え
て
引
付
に
配

布
し
た
の
で
あ
る
。
引
付
は
所
領
相
論
等
に
関
す
る
所
務
沙
汰
を
管
轄
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
訴
訟
提
起
に
際
し
て
の
手
続
き
等
に

（
肥
）

つ
い
て
は
、
夙
に
石
井
良
助
氏
が
「
沙
汰
未
練
書
」
等
の
記
述
を
基
に
詳
説
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
六
波
羅
探
題
等
に
お
け
る
手
続
き

は
略
し
て
、
鎌
倉
で
の
手
続
き
に
限
っ
て
そ
の
概
要
を
述
べ
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
原
告
で
あ
る
訴
人
は
、
訴
状
と
付
属
文

書
類
の
具
書
を
問
注
所
内
の
所
務
賦
に
提
出
す
る
。
郎
等
以
下
が
訴
え
る
場
合
に
は
、
さ
ら
に
主
人
等
の
推
薦
状
で
あ
る
挙
状
を
添
え

る
必
要
が
あ
る
。
所
務
賦
の
賦
奉
行
は
、
そ
れ
ら
の
文
書
の
内
容
や
要
件
を
確
認
し
た
上
で
、
「
賦
双
紙
」
あ
る
い
は
「
賦
状
」
と
称

さ
れ
る
書
面
に
沙
汰
の
編
目
、
す
な
わ
ち
事
件
名
を
書
き
入
れ
、
訴
状
に
は
賦
の
年
月
日
と
自
己
の
姓
名
、
す
な
わ
ち
銘
を
書
き
加
え

る
。
そ
し
て
、
複
数
の
番
で
構
成
さ
れ
る
引
付
に
、
そ
の
番
数
に
従
っ
て
そ
の
一
件
を
賦
る
。
引
付
の
各
番
で
は
、
蕊
に
よ
っ
て
担
当

奉
行
を
選
定
す
る
。
こ
れ
以
降
、
引
付
で
の
審
理
手
続
き
が
進
行
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
賦
奉
行
人
は
、
訴
状
等
を
受
理
し
そ
の
審
査
を
し
た
上
で
、
引
付
に
賦
る
こ
と
を
職
務
と
し
た
。
賦
と
は
分
配
を
意
味

す
る
。
追
加
法
六
四
一
に
「
訴
状
為
二
非
拠
一
者
、
不
し
可
レ
賦
之
由
、
可
し
被
し
仰
二
問
注
所
一
獣
」
と
あ
る
よ
う
に
、
訴
え
に
理
由
が
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な
い
と
き
は
賦
る
べ
き
で
は
な
い
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
前
々
項
の
安
堵
奉
行
人
の
と
こ
ろ
で
既
述
し
た
よ
う
に
「
未
処
分
所
領
相
論
配

分
事
」
に
つ
い
て
は
規
定
が
あ
り
、
そ
の
訴
状
は
安
堵
奉
行
人
が
賦
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
例
外
は
あ
る
が
、
基
本
的

に
は
訴
状
の
配
分
は
賦
奉
行
人
が
担
当
し
、
そ
し
て
賦
奉
行
人
は
間
柱
所
に
所
属
す
る
問
注
奉
行
人
で
あ
っ
た
ｂ

最
後
に
、
越
訴
奉
行
人
に
つ
い
て
述
べ
て
こ
の
項
を
終
え
る
。
鎌
倉
期
の
越
訴
に
つ
い
て
、
石
井
良
助
氏
は
「
沙
汰
未
練
書
』
等
の

〈
四
）

記
述
を
基
に
そ
の
制
度
を
究
明
し
、
越
訴
裁
判
所
を
破
穀
裁
判
所
と
位
置
づ
け
た
の
に
対
し
、
佐
藤
進
一
氏
は
越
訴
頭
の
下
で
そ
の
審

（
卯
）

理
が
進
め
ら
れ
た
こ
と
を
一
示
す
史
料
を
提
一
示
し
、
越
訴
方
は
破
段
裁
判
所
で
は
な
く
審
理
機
関
で
あ
る
と
し
た
。
そ
の
後
、
笠
松
宏
至

（
皿
）

氏
は
徳
政
と
の
関
連
と
い
う
新
た
な
視
点
か
ら
越
訴
を
分
析
し
、
得
宗
権
力
を
め
ぐ
る
政
治
力
学
的
関
係
を
率
目
後
に
見
出
し
、
ま
た
稲

葉
伸
道
氏
は
さ
ら
に
そ
の
視
点
を
推
し
進
め
て
、
越
訴
の
廃
止
と
復
活
の
複
雑
な
過
程
を
得
宗
権
力
と
将
軍
権
力
の
対
抗
関
係
に
ょ
っ

（
犯
）

て
解
明
し
た
。
さ
ら
に
長
又
高
夫
氏
は
、
越
訴
の
語
義
の
変
化
に
つ
い
て
、
次
第
を
越
違
え
た
違
法
な
訴
え
と
原
則
的
に
捉
え
た
律
令
の

（
配
）

概
念
か
ら
、
中
世
武
家
社
〈
玄
に
お
け
る
適
法
な
再
審
請
求
へ
と
移
行
す
る
過
程
に
つ
い
て
、
綿
密
な
分
析
を
加
え
た
。

こ
の
よ
う
に
越
訴
制
度
に
つ
い
て
の
研
究
は
進
展
し
た
が
、
し
か
し
越
訴
方
を
構
成
す
る
越
訴
奉
行
人
に
つ
い
て
は
史
料
上
の
制
約

も
あ
り
、
な
お
不
明
な
点
が
多
い
。
「
武
家
名
目
抄
」
で
は
、
「
越
訴
奉
行
は
本
奉
行
の
沙
汰
或
は
遅
滞
し
、
或
は
偏
頗
の
事
あ
る
時
、

訴
訟
人
越
訴
を
い
た
す
べ
き
為
に
設
け
ら
れ
し
っ
か
ざ
に
し
て
、
偏
に
奉
行
人
等
の
私
曲
緩
怠
を
防
ぐ
べ
き
職
掌
な
れ
ば
、
鎌
倉
殿
の

初
政
に
は
置
れ
し
こ
と
な
し
．
：
（
中
略
）
。
：
北
条
時
宗
執
権
の
初
は
じ
め
て
評
定
衆
二
人
を
以
て
此
職
に
補
せ
ら
れ
、
奉
行

人
の
私
曲
を
圧
せ
ら
れ
し
な
り
、
さ
れ
ば
殊
に
其
任
を
重
く
し
、
評
定
衆
の
中
に
て
も
多
く
は
北
条
家
の
親
戚
た
る
輩
挙
用
せ
ら
れ
た

（
型
）

り
」
と
説
明
さ
れ
る
。
こ
こ
で
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
、
文
永
一
兀
年
（
一
一
一
六
四
）
に
設
置
さ
れ
た
越
訴
頭
で
あ
り
、
評
定
衆
一
一

（
妬
）

人
と
は
北
条
実
時
と
安
達
泰
盛
を
い
這
う
。
両
者
は
越
訴
奉
行
と
も
称
さ
れ
た
が
、
佐
藤
進
一
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
の
指
揮
下
に
は

実
際
の
審
理
に
あ
た
る
多
く
の
下
級
奉
行
人
が
存
在
し
、
彼
ら
も
ま
た
越
訴
奉
行
人
と
称
さ
れ
た
。
佐
藤
進
一
氏
が
挙
げ
た
永
仁
五
年

（
一
二
九
七
）
九
月
一
一
九
日
評
定
の
「
逢
懸
越
訴
事
、
為
二
奉
行
人
一
出
。
仕
引
付
一
可
二
沙
汰
一
之
由
、
被
し
仰
コ
出
之
一
」
と
い
う
規
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鎌倉期の奉行人について（三）

以
上
、
地
・
保
・
賦
・
越
訴
奉
行
人
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
地
・
保
奉
行
人
は
政
所
奉
行
人
、
賦
奉
行
人
は

問
注
奉
行
人
、
越
訴
奉
行
人
は
引
付
奉
行
人
、
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
。
こ
れ
ら
の
奉
行
人

は
、
前
項
で
述
べ
た
政
所
・
問
注
・
引
付
奉
行
人
の
形
態
の
一
種
と
考
え
得
る
。
地
・
保
奉
行
人
は
土
地
・
道
路
管
理
や
検
断
を
は
じ

（
釦
）

め
様
々
な
一
般
行
政
に
携
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
勿
論
、
裁
判
的
な
こ
と
と
全
く
無
縁
と
は
い
鱈
え
な
い
が
、
法
曹
官
僚
と
し
て
位
置

づ
け
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
賦
・
越
訴
奉
行
人
は
、
訴
状
の
配
布
や
再
審
の
審
理
と
い
う
裁
判
実
務
を
実
質
的
に
担
っ

て
お
り
、
法
曹
官
僚
の
一
員
と
い
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

行
人
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。

（
妬
）

定
は
、
確
か
に
そ
の
よ
う
な
担
当
奉
行
人
の
引
継
ぎ
に
係
わ
る
ｊ
ｂ
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
そ
の
基
本
的
な
性
格
や
内
容
の
理
解
に
つ
い

（
幻
）

て
甚
だ
議
論
の
多
い
弘
安
七
年
（
一
二
八
四
）
の
い
わ
ゆ
る
「
新
御
式
目
」
の
中
で
、
「
越
訴
事
、
可
し
被
し
定
二
奉
行
人
一
」
と
規
定

（
犯
）

さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
下
級
奉
行
人
を
主
た
る
対
象
と
し
た
ｊ
ｂ
の
と
思
わ
れ
る
。
佐
藤
進
一
氏
は
越
訴
頭
の
下
で
審
理
を
担

当
し
た
奉
行
人
は
同
時
に
引
付
奉
行
で
も
あ
る
事
例
を
検
出
し
、
ま
た
越
訴
頭
の
多
く
が
引
付
頭
人
を
兼
務
し
て
い
た
こ
と
を
認
め
て

（
羽
）

い
る
。
越
訴
方
を
破
段
裁
判
所
と
す
る
石
井
良
助
説
と
、
一
個
の
審
理
機
関
と
み
る
佐
藤
進
一
説
の
乖
離
は
、
破
段
後
に
引
付
へ
の
移

送
を
想
定
す
る
と
実
態
的
に
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
も
の
で
は
な
い
と
も
い
え
よ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
越
訴
頭
お
よ
び
そ
の
下
級
奉
行
人

か
ら
な
る
越
訴
奉
行
人
は
、
引
付
頭
人
お
よ
び
引
付
奉
行
人
の
兼
任
で
あ
り
、
越
訴
奉
行
人
は
基
本
的
に
引
付
方
に
所
属
す
る
引
付
奉

（
１
）
前
掲
『
鎌
倉
幕
府
訴
訟
制
度
の
研
究
』
二
九
・
一
一
一
○
頁
。
そ
の
後
、
網
野
善
彦
氏
は
佐
藤
進
一
氏
の
見
解
を
発
展
さ
せ
た
の
に
対
し
（
「
鎌
倉
の
「
地
」
と
地
奉
行
」
、

「
網
野
善
彦
著
作
集
」
第
一
三
巻
中
世
都
市
論
（
岩
波
書
店
、
一
一
○
○
七
年
）
六
七
頁
以
下
）
、
増
山
秀
樹
氏
は
、
地
奉
行
と
政
所
と
の
関
係
を
否
定
的
に
み
る
（
前

掲
論
文
一
一
三
頁
以
下
）
。
な
お
、
高
柳
光
寿
氏
が
執
筆
し
た
「
鎌
倉
市
史
」
総
説
編
（
鎌
倉
市
、
一
九
五
九
年
）
の
第
九
章
「
鎌
倉
の
市
政
」
（
一
九
八
頁
以
下
）
お
よ
び
第
十

章
「
鎌
倉
の
市
制
」
（
二
一
六
頁
以
下
）
で
は
、
地
奉
行
と
保
々
奉
行
人
に
つ
い
て
基
本
的
な
史
料
に
基
づ
き
網
羅
的
に
解
説
さ
れ
る
が
、
政
所
と
の
関
係
に
つ
い
て
は

必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
た
だ
し
『
武
家
名
目
抄
」
の
記
述
に
批
判
的
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
（
一
一
一
一
六
・
七
頁
）
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
否
定
的
に
み
て
い
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は
評
定
衆
や
得
宗
被
官
よ
り
選
任
さ
れ
、
地
一

（
４
）
前
掲
「
都
市
と
し
て
の
鎌
倉
」
三
八
四
頁
。

『
わ
，
と
い
』
え
よ
』
７
．

（
２
）
追
加
法
四
二
一
～
四
二
五
、
お
よ
び
佐
藤
・
池
内
前
掲
「
中
世
法
制
史
料
集
』
第
一
巻
鎌
倉
幕
府
法
の
補
註
（
４
）
（
一
一
一
九
一
一
一
・
四
頁
）
を
参
照
。

（
３
）
「
都
市
と
し
て
の
鎌
倉
」
（
日
本
歴
史
地
理
学
会
編
「
鎌
倉
時
代
史
論
』
（
勿
来
社
、
一
九
三
一
年
）
一
一
一
八
二
頁
以
下
）
。
前
掲
『
鎌
倉
市
史
』
総
説
編
も
、
地
奉
行

は
評
定
衆
や
得
宗
被
官
よ
り
選
任
さ
れ
、
地
下
人
・
雑
人
か
ら
任
ぜ
ら
れ
た
保
奉
行
人
を
支
配
下
に
お
い
た
と
す
る
（
二
二
五
頁
以
下
）
。

（
５
）
『
吾
妻
鏡
」
延
応
二
年
（
一
二
四
○
）
二
月
二
日
条
。
な
お
、
追
加
法
一
一
一
一
一
～
一
二
九
を
参
照
。

（
６
）
「
吾
妻
鏡
」
寛
元
一
一
一
年
（
一
二
四
五
）
四
月
一
一
七
日
条
。

（
７
）
同
右
、
建
長
六
年
（
一
二
五
四
）
’
○
月
一
○
日
条
。

（
８
）
同
右
、
弘
長
元
年
（
一
二
六
一
）
’
一
月
二
九
日
条
。

（
９
）
同
右
、
仁
治
元
年
（
一
一
四
○
）
二
月
二
九
日
条
に
も
、
「
洛
中
群
盗
蜂
起
」
に
関
す
る
評
定
の
中
で
、
保
官
人
の
下
知
に
従
わ
な
い
在
家
を
罪
科
に
処
す
べ
き

こ
と
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
前
掲
「
鎌
倉
市
史
」
総
説
編
は
、
保
官
人
と
保
奉
行
人
の
類
似
性
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
（
二
二
一
頁
以
下
）
。

（
Ⅲ
）
『
吾
妻
鏡
」
寛
元
一
一
一
年
（
一
一
一
四
五
）
四
月
二
一
一
日
条
。
な
お
、
追
加
法
二
四
五
～
二
四
九
、
『
鎌
倉
遺
文
』
六
四
七
○
号
を
参
照
。

（
ｕ
）
前
掲
『
鎌
倉
市
史
」
総
説
編
は
、
保
司
奉
行
人
は
保
司
と
奉
行
人
の
二
つ
の
役
で
あ
り
、
保
司
は
保
奉
行
人
と
は
別
の
も
の
と
す
る
が
（
一
一
二
一
一
一
頁
以
下
）
、
し
か

し
な
が
ら
網
野
善
彦
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
（
前
掲
論
文
八
一
一
頁
註
（
型
）
）
、
同
一
の
も
の
と
み
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

（
皿
）
「
吾
妻
鏡
』
建
久
元
年
（
一
一
九
○
）
七
月
二
七
日
条
。

（
Ⅲ
）
該
当
す
る
追
加
法
を
第
一
条
以
下
、
順
を
お
っ
て
そ
の
番
号
を
示
す
と
、
三
四
○
、
一
一
一
九
四
、
一
一
一
九
六
、
一
一
一
九
七
、
一
一
一
八
六
、
一
一
一
八
七
、
一
一
一
四
八
、
一
一
一
七
一
、
一
一
一

七
○
で
あ
る
。
た
だ
し
、
追
加
法
三
四
○
に
つ
い
て
は
、
右
肩
に
「
奉
行
侍
所
」
の
書
き
入
れ
が
あ
り
、
同
じ
く
放
生
会
に
関
連
す
る
が
、
内
容
的
に
は
若
干
異
な

る
。
な
お
、
「
関
東
新
制
条
々
」
の
構
成
お
よ
び
書
き
入
れ
（
傍
書
）
の
性
格
に
つ
い
て
、
佐
々
木
前
掲
書
一
九
三
頁
以
下
を
参
照
。

（
ｕ
）
「
吾
妻
鏡
』
延
応
元
年
（
一
○
三
九
）
四
月
一
三
日
条
。

（
胆
）
同
右
、
仁
治
二
年
（
一
二
四
一
）
四
月
二
五
日
条
、
寛
元
二
年
（
一
二
四
四
）
’
○
月
一
一
一
一
日
条
、
等
を
参
照
。

（
肥
）
佐
藤
・
池
内
前
掲
「
中
世
法
制
史
料
集
」
第
二
巻
室
町
幕
府
法
、
三
六
一
一
頁
。

（
Ⅳ
）
前
掲
『
武
家
名
目
抄
」
二
三
八
頁
。
適
宜
に
読
点
、
ふ
り
が
な
等
を
付
し
た
。

（
肥
）
前
掲
「
中
世
武
家
不
動
産
訴
訟
法
の
研
究
」
五
三
頁
以
下
。

（
型
前
掲
「
鎌
倉
幕
府
訴
訟
制
度
の
研
究
」
一
○
六
頁
以
下
。

（
四
）
同
右
、
二
八
三
頁
以
下
。
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鎌倉期の奉行人について（三）

（
６
）
本
・
合
・
先
・
当
・
別
奉
行
人

本
・
合
・
先
・
当
奉
行
人
に
つ
い
て
は
、
以
下
、
一
括
し
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

石
井
良
助
氏
は
、
「
本
奉
行
は
主
任
奉
行
の
意
で
あ
る
が
、
現
に
当
該
訴
訟
を
担
当
し
て
居
る
と
云
ふ
所
か
ら
、
又
「
当
奉
行
」
と

（
１
）

も
呼
ば
れ
た
」
と
す
る
一
方
、
「
尚
本
奉
行
と
一
玄
ふ
一
一
一
一
口
葉
は
「
当
奉
行
」
（
金
沢
文
庫
所
蔵
文
書
徳
治
二
年
五
月
日
常
陸
大
様
次
郎
平
経

。
。
◎

幹
申
状
に
「
為
但
馬
外
記
大
夫
政
有
当
奉
行
、
相
論
最
中
也
」
と
見
ゆ
）
に
対
す
る
意
味
に
於
て
先
奉
行
を
指
し
た
事
が
あ
る
か
ら
、

（
２
）

注
意
を
要
す
る
」
と
述
べ
る
。
こ
の
説
明
を
そ
の
ま
ま
受
け
取
る
と
、
本
奉
行
Ⅱ
当
奉
行
と
い
う
関
係
で
あ
り
な
が
ら
、
他
方
で
は
本

奉
行
Ⅱ
先
奉
行
↑
↓
当
奉
行
と
い
う
関
係
に
な
り
、
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
本
奉
行
人
が
当
奉
行
人
と
対
蹴
的
な
関
係
で
、

先
奉
行
人
と
同
義
に
用
い
ら
れ
る
例
は
、
管
見
の
限
り
存
在
し
な
い
。
石
井
良
助
氏
が
挙
げ
て
い
る
徳
治
二
年
（
一
三
○
七
）
の
申
状

（
３
）

は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
関
係
箇
所
の
み
を
褐
記
す
る
。

（
別
）
前
掲
「
鎌
倉
幕
府
訴
訟
制
度
の
研
究
」
’
○
九
頁
以
下
。

（
型
追
加
法
三
九
五
に
は
、
「
私
出
挙
井
挙
銭
利
分
事
」
に
関
し
て
「
若
猶
有
二
違
犯
之
輩
一
考
、
就
二
訴
訟
一
仰
二
奉
行
人
一
可
下
被
し
糺
。
近
文
書
一
没
卿
収
其
物
上
突
」

と
規
定
さ
れ
る
。
こ
こ
で
い
う
奉
行
人
は
保
奉
行
人
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

（
肥
）
追
加
法
五
一
三
。

（
銅
）
『
日
本
中
世
法
書
の
研
究
」
（
汲
古
書
院
、
二
○
○
○
年
）
二
六
一
一
一
頁
以
下
。

（
型
）
前
掲
「
武
家
名
目
抄
」
二
五
一
・
二
頁
。
適
宜
に
読
点
を
付
し
た
。

（
空
前
掲
「
鎌
倉
幕
府
訴
訟
制
度
の
研
究
」
一
○
七
頁
。

（
妬
）
同
右
、
二
○
頁
。
追
加
法
六
七
七
を
参
照
。

（
〃
）
研
究
史
の
状
況
に
つ
い
て
、
さ
し
あ
た
り
佐
々
木
前
掲
書
一
二
二
頁
以
下
を
参
照
。

（
皿
）
前
掲
書
一
○
三
頁
以
下
。

（
犯
）
前
掲
論
文
二
六
四
頁
以
下
。
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常
陸
大
丞
次
郎
平
経
幹
が
、
舎
弟
時
幹
と
所
領
常
州
佐
谷
郷
内
給
主
分
を
め
ぐ
っ
て
争
っ
た
一
件
で
あ
る
。
そ
の
経
緯
等
に
つ
い
て

は
省
略
す
る
が
、
傍
線
部
分
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
経
幹
は
正
応
年
中
に
御
前
庭
中
、
そ
の
後
さ
ら
に
越
訴
を
申
し
立
て
た
こ
と
が
わ

か
る
。
庭
中
の
奉
行
は
島
田
民
部
大
夫
行
兼
で
あ
り
、
越
訴
の
奉
行
は
但
馬
外
記
大
夫
政
有
で
あ
っ
た
。
後
者
に
つ
い
て
は
当
奉
行
と

あ
る
が
、
し
か
し
前
者
に
つ
い
て
は
単
に
奉
行
と
あ
り
、
本
奉
行
と
表
現
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
本
奉
行
と
は
事
件
の
担
当
奉

行
人
で
あ
り
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
両
者
と
も
に
本
奉
行
人
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
行
兼
は
過
去
の
本
奉
行
人
、
政
有
は
現
在
の
本
奉

行
人
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
御
成
敗
式
目
第
二
九
条
は
、
本
奉
行
人
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

本
奉
行
人
を
さ
し
お
い
て
、
内
々
に
別
人
に
訴
訟
を
企
む
こ
と
が
厳
禁
さ
れ
て
い
る
。
異
な
っ
た
判
決
が
生
ず
る
の
を
防
ぐ
た
め
に

為
二
嶋
田
民
部
大
夫
行
兼
今
者
出
家
奉
行
『
申
．
立
干
越
訴
→
為
二
但
馬
外
記
大
夫
政
有
当
奉
行
一
相
論
最
中
也
、
陸
奥
守
殿
越
訴

御
頭
前
後
両
度
之
間
、
時
幹
依
レ
無
二
其
理
『
令
し
遁
．
避
問
答
『
違
背
及
二
度
々
｜
畢
、
駿
河
守
殿
・
□
□
□
殿
御
頭
之
時
、
子

細
同
□
□
□
□
□
□
□
□

椋
上
、
称
し
預
二
御
下
知
一
以
二
外
祖
父
工
藤
次
郎
左
衛
門
入
道
理
覚
権
威
一
一
円
管
領
之
間
、
御
前
庭
中
刻
、
去
正
応
年
中
、

於
二
彼
跡
一
考
、
尤
至
二
千
嫡
子
分
一
考
、
経
幹
不
し
可
し
有
一
一
相
違
一
之
処
、
妙
観
死
去
以
後
、
時
幹
干
蒔
長
寿
為
二
末
子
之
身
〈
奉
レ

閣
一
一
本
奉
行
人
一
付
二
別
人
一
企
二
訴
訟
一
事

右
閣
一
一
本
奉
行
人
一
更
付
二
別
人
一
内
々
企
二
訴
訟
一
間
、
参
差
之
沙
汰
不
慮
而
出
来
歎
、
佃
於
二
訴
人
一
考
暫
可
レ
被
し
抑
一
一
裁
許
→

至
二
執
申
人
一
考
可
し
有
二
御
禁
制
一
奉
行
人
若
令
一
一
緩
怠
一
空
経
一
一
一
一
十
ヶ
日
一
考
、
於
二
庭
中
一
可
し
申
し
之
、

（
傍
線
筆
者
）
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鎌倉期の奉行人について（三）

（
６
）

次
の
よ
う
だ
←
長
文
の
「
事
書
」
が
み
ら
れ
る
。

被
告
へ
の
問
状
の
発
給
に
あ
た
っ
て
は
、
本
奉
行
人
の
関
与
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
本
奉
行
人
に
も
し
他
行
事
が
あ
る
場
合
は
、

前
々
に
そ
の
沙
汰
が
あ
っ
た
か
否
か
、
訴
人
の
書
状
に
よ
っ
て
確
認
し
て
沙
汰
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
違
背
し
た
他
の
奉
行
人
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
、
六
○
日
の
出
仕
停
止
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
本
奉
行
人
は
当
該
事
件
を
専
管
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
越
訴

奉
行
人
も
同
様
で
あ
り
、
永
仁
五
年
（
一
二
九
七
）
の
越
訴
停
止
の
際
に
は
、
ま
だ
評
定
に
よ
る
判
決
確
定
に
至
っ
て
い
な
い
案
件
に

（
５
）

つ
い
て
は
、
引
き
続
き
本
奉
行
人
に
係
属
す
る
こ
と
が
例
外
と
し
て
認
め
ら
れ
た
。

当
奉
行
人
と
は
現
在
の
奉
行
人
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
そ
れ
は
本
奉
行
人
と
一
致
す
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
当

奉
行
人
と
い
う
場
合
は
、
時
間
的
な
推
移
か
ら
そ
の
現
在
性
に
着
目
し
た
表
現
で
あ
り
、
本
奉
行
人
と
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
多
少
異
な
り
、

そ
れ
は
先
奉
行
人
と
対
で
用
い
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
庭
中
の
一
件
で
あ
る
が
元
亨
一
一
一
年
（
一
一
一
一
一
一
一
一
一
）
の
「
国
分
友
貞
申
状
」
に
は
、

暫
く
裁
許
が
保
留
さ
れ
、
別
に
訴
訟
を
受
理
し
た
奉
行
人
は
処
罰
さ
れ
る
。
事
件
の
担
当
奉
行
人
、
す
な
わ
ち
本
奉
行
人
を
定
め
る
こ

（
４
）

と
の
意
味
は
か
な
り
重
大
で
あ
っ
た
。
追
加
法
一
一
一
五
に
は
、
次
の
よ
う
な
規
定
が
あ
る
。

奉
行
人
等
可
し
令
一
一
存
知
一
事

右
、
難
し
為
一
間
状
弍
可
レ
相
。
尋
本
奉
行
人
一
也
へ
本
奉
行
人
若
有
一
一
他
行
事
一
者
、
前
々
有
二
沙
汰
一
否
事
、
取
二
訴
人
書
状
《

可
し
令
一
一
申
沙
汰
一
也
、
於
二
自
今
以
後
一
者
、
令
レ
違
．
背
此
旨
一
有
二
参
差
事
一
者
、
可
し
令
し
止
一
一
六
十
ヶ
日
出
仕
一
之
状
如
レ

件
、寛
一
兀
二
一
一
六

在
御
判
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先
奉
行
人
と
し
て
の
大
保
六
郎
入
道
契
道
の
「
非
勘
条
々
」
を
述
べ
当
奉
行
人
と
し
て
奈
古
三
郎
入
道
春
寂
が
御
教
書
の
返
却
、

（
７
）

訴
陳
の
究
明
、
下
地
・
所
務
濫
妨
の
停
止
に
つ
い
て
裁
定
を
下
す
よ
う
、
庭
中
の
場
に
救
済
を
求
め
て
い
る
。
こ
の
よ
芦
７
に
当
奉
行
人

と
は
現
に
奉
行
人
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
現
に
出
仕
し
て
い
る
奉
行
人
を
さ
す
表
現
と
し
て
も
用
い
ら

（
８
）

れ
る
・
次
に
掲
げ
る
の
は
、
延
慶
三
年
（
一
一
二
一
○
）
の
「
関
東
引
付
衆
結
番
交
名
注
文
案
」
で
あ
る
。

一
番
引
付
を
構
成
す
る
奉
行
人
の
交
名
が
注
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
の
当
奉
行
と
は
、
「
無
二
出
仕
一
」
と
「
錐
し
有
二
出
仕
（

則
退
出
」
等
に
対
比
さ
れ
て
い
て
、
現
在
、
出
仕
中
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
雑
賀
孫
二
郎
以
下
の
一
一
一
名
が
出
仕

欲
下
早

左
衛
門
尉
貞
久
所
し
給
御
教
書
（
被
し
究
二
両
方
訴
陳
一
於
二
下
地
井
所
務
濫
妨
一
者
、
可
二
停
止
一
由
、
預
二
御
下
知
→
至
二
年
貢
一

者
、
任
二
承
元
以
来
請
所
員
数
一
可
二
弁
済
一
由
、
宛
し
千
二
友
貞
身
一
被
老
成
。
下
御
教
書
一
当
国
国
分
寺
領
事

（
傍
線
筆
者
）

｜
番
引
付

武
蔵
守
無
二
出
仕
、
｜
安
芸
守
同
前
、

掃
部
頭
入
道
同
前
、

宮
内
椎
大
輔
雛
し
有
二
出
仕
則
退
出
、
因
幡
民
部
大
夫
入
道
伊
勢
前
司

「
筑
前
権
守

斎
藤
十
郎
左
衛
門
尉
下
郷
中
務
丞
出
仕
無
乏
、

当
奉
行
雑
賀
孫
二
郎
宗
有
南
条
四
郎
左
衛
門
尉
頼
直
越
中
左
近
蔵
人

（
以
下
略
）

制
詞
伺
川
犬
保
六
郎
入
道
契
道
非
勘
条
々
顕
然
上
者
、
仰
一
一
判
劃
】
刎
川
調
司
三
郎
入
道
春
寂
一
被
し
召
。
返
島
津
下
野
三
郎
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鎌倉期の奉行人について（三）
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
当
奉
行
人
と
は
そ
の
時
間
的
推
移
、
現
在
性
に
留
意
し
た
表
現
で
あ
り
、
本
奉
行
人
と
は

少
し
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
異
に
は
す
る
が
、
対
蹴
的
な
意
味
関
係
に
立
つ
こ
と
は
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
先
奉
行
人
と
当

奉
行
人
は
ま
さ
に
対
蹴
的
な
関
係
に
あ
る
。

あ
い

次
に
、
合
奉
行
に
つ
い
て
石
井
良
助
氏
は
本
奉
行
と
比
較
し
て
、
「
即
ち
本
奉
行
は
前
記
の
如
く
、
一
方
引
付
の
公
文
中
よ
り
選
ば

れ
た
或
る
事
件
の
担
当
奉
行
と
云
ふ
意
味
で
あ
り
、
別
に
、
「
本
奉
行
」
と
云
ふ
役
人
が
常
置
さ
れ
て
居
た
訳
で
は
な
か
っ
た
の
に
反

（
９
）
．

し
、
「
〈
ロ
奉
行
」
は
常
置
の
官
職
で
あ
る
と
一
玄
ふ
相
違
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
『
武
家
名
目
抄
」
に
よ
れ

ば
、
「
本
奉
行
・
合
奉
行
は
も
と
一
事
沙
汰
の
上
に
て
よ
べ
る
称
呼
な
れ
ば
、
全
く
定
ま
り
た
る
職
名
に
は
あ
ら
ず
、
鎌
倉
殿
武
家
中

興
の
初
、
訴
訟
の
事
あ
る
に
臨
み
て
、
家
司
の
内
よ
り
専
当
の
奉
行
を
定
め
、
其
沙
汰
を
致
さ
し
む
、
こ
れ
い
は
ゆ
る
本
奉
行
な
り
、

又
政
所
寄
人
の
内
よ
り
一
人
を
以
て
其
副
た
ら
し
む
、
こ
れ
を
合
奉
行
と
い
ふ
、
さ
れ
ば
い
づ
れ
も
常
日
の
所
職
に
て
は
な
か
り
し

を
、
引
付
衆
を
置
れ
し
後
、
其
衆
を
以
て
本
奉
行
に
定
む
る
事
は
、
臨
時
の
職
掌
に
て
初
の
格
に
異
な
ら
ざ
り
け
れ
ど
、
合
奉
行
に
至

（
、
）

て
は
、
寄
人
の
内
よ
り
常
に
定
置
る
、
例
と
な
り
て
、
お
の
づ
か
ら
職
名
の
如
く
な
り
し
な
り
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

引
付
設
置
以
前
は
合
奉
行
人
も
本
奉
行
人
と
同
様
に
、
事
件
毎
に
そ
の
担
当
を
定
め
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
次
に
掲
げ
る
の
は
、

（
ｕ
）

寛
一
兀
一
｜
年
（
一
一
一
四
四
）
の
追
加
法
一
一
一
八
の
規
定
で
あ
る
。

そ
の
意
味
が
よ
く
取
り
に
く
い
が
、
合
奉
行
人
の
選
定
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
「
同
以
可
レ
令
二
申

右
、
於
下
有
一
一
合
奉
行
人
一
之
事
上
者
、
同
以
可
レ
令
二
申
沙
汰
一
之
処
、
｜
人
有
申
事
可
レ
止
し
之
、
但
一
方
若
及
二
他
行
弍
令
二

所
労
一
者
、
不
し
及
二
子
細
一
歎
美
、

奉
行
人
事
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沙
汰
こ
と
あ
る
の
は
、
本
奉
行
人
と
同
じ
よ
う
に
選
定
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
「
一
人
有
申
事
可
レ

止
し
之
」
と
は
、
特
定
の
奉
行
人
を
合
奉
行
人
と
す
る
こ
と
を
止
め
る
べ
き
と
い
う
意
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
こ
の
規
定
は
引

付
設
置
以
前
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
『
武
家
名
目
抄
」
の
説
明
を
あ
な
が
ち
無
視
す
る
訳
に
は
い
か
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
合
奉
行
人

は
本
奉
行
人
と
対
で
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
後
に
は
本
奉
行
人
は
訴
人
を
管
掌
し
、
合
奉
行
人
は
特
定
の
奉
行
人
に
固
定
さ
れ
て
相
奉

行
人
と
も
表
記
き
れ
、
論
人
を
管
掌
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

最
後
に
、
別
奉
行
人
に
つ
い
て
述
べ
て
こ
の
項
を
終
え
る
。
家
永
遵
嗣
氏
は
、
近
年
、
室
町
期
の
訴
訟
制
度
と
の
関
連
で
議
論
が
盛

ん
と
な
っ
て
い
る
別
奉
行
に
つ
い
て
論
ず
る
中
で
、
そ
の
淵
源
を
鎌
倉
期
に
辿
っ
て
、
弘
安
七
年
（
一
二
八
四
）
の
追
加
法
五
四
六
が

（
皿
）

寺
社
毎
に
担
当
の
引
付
方
を
規
定
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
。
そ
し
て
、
増
山
秀
樹
氏
は
、
こ
の
別
奉
行
制
の
先
駆
形
態
と
も
い
え（
過
）

る
寺
社
毎
の
担
当
引
付
制
の
原
初
形
態
は
鎌
倉
初
期
か
ら
存
在
し
、
寛
一
兀
・
宝
治
年
間
以
降
、
次
第
に
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
と
す
る
。

こ
の
よ
う
に
室
町
期
に
か
け
て
形
成
さ
れ
る
別
奉
行
制
は
、
訴
訟
等
に
つ
い
て
奉
行
人
が
特
定
の
寺
社
を
担
当
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ

た
。
別
奉
行
人
と
い
う
言
葉
自
体
は
鎌
倉
期
の
初
期
か
ら
あ
り
、
そ
れ
は
単
に
別
の
奉
行
人
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
だ
け
で
あ
っ
た

（
ｕ
）

が
、
文
永
一
○
年
（
一
一
一
七
一
二
）
の
「
大
隅
正
八
幡
宮
大
神
宝
使
催
使
重
申
状
」
に
お
い
て
「
而
此
大
神
宝
者
、
全
非
二
守
護
所
方
之

（
咀
）

沙
汰
→
一
向
別
奉
行
人
之
准
拠
也
」
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
室
町
期
の
別
奉
行
制
に
通
ず
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
追
加
法
五
四
六
に
あ
ら
わ
れ
た
別
奉
行
制
の
先
駆
形
態
は
、
史
料
上
で
は
寺
社
奉
行
人
と
称
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

鎌
倉
期
に
お
い
て
は
寺
社
奉
行
人
の
形
態
の
一
種
と
し
て
位
置
づ
け
る
ぺ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
本
・
合
・
先
ｑ
当
奉
行
人
お
よ
び
別
奉
行
人
に
つ
い
て
、
粗
雑
な
が
ら
述
べ
て
き
た
。
担
当
奉
行
人
で
あ
る
本
奉
行
人
と
、

補
佐
す
る
合
奉
行
人
は
対
比
的
な
存
在
で
あ
り
、
適
宜
に
選
任
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
後
に
は
合
奉
行
人
は
固
定
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
先
奉
行
人
と
当
奉
行
人
は
対
比
的
な
も
の
と
し
て
時
間
的
な
前
後
に
従
っ
て
称
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
奉
行
人
の
状
況
に
即
し

た
表
現
で
あ
り
、
そ
の
奉
行
人
の
本
来
の
性
格
に
従
っ
て
変
化
す
る
の
で
、
一
義
的
に
そ
の
性
格
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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鎌倉期の奉行人について（三）

し
か
し
な
が
ら
、
多
く
の
場
合
が
訴
訟
や
裁
判
と
の
か
か
わ
り
で
問
注
奉
行
人
や
引
付
奉
行
人
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら

は
法
曹
官
僚
的
性
格
を
有
し
て
い
た
と
い
え
る
。
別
奉
行
人
も
同
様
に
奉
行
人
の
状
況
に
即
し
た
表
現
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
寺
社
奉

行
人
の
形
態
の
一
種
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
既
述
し
た
よ
う
に
実
務
的
な
法
曹
官
僚
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
ｕ
）
「
吾
妻
鏡
』
文
治
二
年
（
’
一
八
六
）
七
月
一
一
八
日
条
、
同
寛
元
三
年
〈
一
二
四
五
）

（
巧
）
「
鎌
倉
遺
文
』
二
四
一
七
号
。
な
お
、
「
鎌
倉
遺
文
」
九
六
八
○
号
を
参
照
。

〆■へグーへ〆￣～

1３１２１１

（
８
）
「
鎌
倉
遺
文
』
二
四
○
二
四
号
。

（
９
）
前
掲
「
中
世
武
家
不
動
産
訴
訟
法
の
研
究
』
八
○
頁
。

（
Ⅲ
）
前
掲
「
武
家
名
目
抄
』
二
四
七
頁
。
適
宜
に
読
点
等
を
付
し
た
。

（
５
）
「
鎌
倉
遺
文
』
一
九
三
○

（
６
）
同
右
、
二
八
六
○
四
号
。

（
７
）
朝
廷
裁
判
の
場
合
で
あ
う

い
る
（
「
鎌
倉
遺
文
」
一
五

（
４
）
同
右
、
六
二
七
三
号
も
参
照
。
な
お
、
追
加
法
三
五
一
（
「
鎌
倉
遺
文
」
八
六
二
八
号
参
照
）
に
は
、
問
状
を
清
書
す
る
奉
行
人
に
対
し
て
、
本
奉
行
人
が
訴
陳
状

等
を
請
け
取
り
沙
汰
し
た
上
で
、
書
き
下
す
よ
う
規
定
し
て
い
る
。

（
５
）
「
鎌
倉
遺
文
」
一
九
一
一
一
○
○
号
お
よ
び
一
九
三
○
一
号
を
参
照
。

（
１
）
前
掲
「
中
世
武
一

（
２
）
同
右
、
八
○
頁
。

（
３
）
『
鎌
倉
遺
文
』
二

前
掲
論
文
三
六
頁
。

前
掲
「
武
家
名
目
抄
』
二
四
七
頁
。

「
鎌
倉
遺
文
』
六
三
八
三
号
も
参
照
。

「
室
町
幕
府
将
軍
権
力
の
研
究
』
（
東

朝
廷
裁
判
の
場
合
で
あ
る
が
、
弘
安
七
年
（
一
二
八
四
）
と
推
定
さ
れ
る
「
兼
仲
卿
記
」
の
裏
文
書
の
記
事
に
も
、
先
奉
行
と
当
奉
行
が
対
比
的
に
あ
ら
わ
れ
て

る
（
「
鎌
倉
遺
文
一
一
五
一
三
九
号
）
。

前
掲
「
中
世
武
家
不
動
産
訴
訟
法
の
研
究
」
七
八
頁
。

『
鎌
倉
遺
文
』
二
二
九
七
七
号
。

（
東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
、

一
九
九
五
年
）
七
八
・
九
頁
。

一
月
四
日
条
、
等
を
参
照
。
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